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主要株主及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ 

 

平成29年２月10日付で、以下のとおり当社の主要株主及び親会社以外の支配株主に異動がありましたので、

お知らせいたします。 

 

１． 異動に至った経緯 

当社株式の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ及び名古屋証券取引所市場第二部への上場に伴う公募株式の

発行による発行済株式総数の増加及び当該主要株主の株式売出し並びにオーバーアロットメントによる

売出しに伴う東海東京証券株式会社に対する保有株式の一部貸出しにより、主要株主及び親会社以外の支

配株主に異動が発生しました。 

 

２． 異動した株主の概要 

（１）親会社以外の支配株主に該当しなくなる株主の概要 

① 氏  名 安江 博幸 

② 住  所 愛知県日進市 

③ 
上 場 会 社 と 

当 該 株 主 の 関 係 
当社代表取締役社長 

 

（２）主要株主及び親会社以外の支配株主に該当しなくなる株主の概要 

① 氏  名 安江 行彦 

② 住  所 愛知県日進市 

③ 
上 場 会 社 と 

当 該 株 主 の 関 係 
当社元代表取締役社長 

 

① 氏  名 安江 久樹 

② 住  所 愛知県名古屋市天白区 

③ 
上 場 会 社 と 

当 該 株 主 の 関 係 
当社代表取締役社長の実弟 

 



 

３． 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

（１）安江 博幸 

 属性 
議決権の数（所有株式数）及び議決権所有割合 大株主 

順位 直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 

（平成29年１月６日現在） 

主要株主である 

筆頭株主及び 

親会社以外の 

支配株主 

4,928個 

（492,800株） 

52.40％ 

3,816個 

（381,600株） 

40.58％ 

8,744個 

（874,400株） 

92.98％ 

第１位 

異動後 

（平成29年２月10日現在） 

主要株主である 

筆頭株主 

4,193個 

（419,300株） 

34.36％ 

1,714個 

（171,400株） 

14.04％ 

5,907個 

（590,700株） 

48.40％ 

第１位 

 

（２）安江 行彦 

 属性 
議決権の数（所有株式数）及び議決権所有割合 大株主 

順位 直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 

（平成29年１月６日現在） 

主要株主及び 

親会社以外の 

支配株主 

1,608個 

（160,800株） 

17.10％ 

7,136個 

（713,600株） 

75.88％ 

8,744個 

（874,400株） 

92.98％ 

第２位 

異動後 

（平成29年２月10日現在） 
－ 

160個 

（16,000株） 

1.31％ 

－ 

160個 

（16,000株） 

1.31％ 

第５位 

 

（３）安江 久樹 

 属性 
議決権の数（所有株式数）及び議決権所有割合 大株主 

順位 直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 

（平成29年１月６日現在） 

主要株主及び 

親会社以外の 

支配株主 

1,064個 

（106,400株） 

11.31％ 

7,120個 

（712,000株） 

75.71％ 

8,184個 

（818,400株） 

87.03％ 

第３位 

異動後 

（平成29年２月10日現在） 
－ 

764個 

（76,400株） 

6.26％ 

－ 

764個 

（76,400株） 

6.26％ 

第２位 

（注）１．議決権所有割合については、小数点第三位を四捨五入しております。 

２．議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 2,400株 

平成29年１月６日現在の発行済株式総数  942,800株 

平成29年２月10日現在の発行済株式総数  1,222,800株 

３．異動後の議決権の数（所有株式数）及び議決権所有割合は、オーバーアロットメントによる売出

しのために安江博幸が東海東京証券株式会社に対し平成29年３月16日を期限として貸出した735

個（73,500株）を除いて算出したものです。なお、貸出した株式の返却を受けることにより、再

度親会社以外の支配株主に該当することとなります。 

 

４． 今後の見通し 

特記すべき事項はございません。 

 

以 上 


